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別紙１ 

 
  

特定信書便事業の許可申請及び 
事業計画の変更の認可申請の概要 

 
 



１ 申請者及び提供サービスの概要 

 （１） 事業の許可申請（次の３者から許可申請）  

申請者名 
（本社所在地） 

資本金/
出資金 

主な事業 
（24年度売上高） 

提供 
サービス 

提供区域 提供サービス概要 
事業 
開始 

予定日 １
号 

２
号 

３
号 

１ 
ビー・カーゴワークス(株) 

（千葉県市川市） 
５００ 

    万円 
貨物運送業 

（７億３，６９４万円） 
○     

 【１号役務】 
 東京都（離島を除く。） 

  
 【１号役務】 
 ITサービス会社の本社、事業  
 所等を巡回する役務を見込ん 
 でいる。 
 

平成２６年 
５月１日 

２ 
(株)日立ＩＣＴ 

ビジネスサービス 
（神奈川県横浜市） 

１億円 
情報処理サービス業
（１００億９，１６６万円） 

○     
 【１号役務】 
 東京都、神奈川県 

 【１号役務】 
 総合電機メーカー等の事業所  
 間等を巡回する役務を見込ん 
 でいる。 

平成２６年 
６月１日 

３ 
きんしん総合 
サービス(株) 

（石川県金沢市） 

３，０００ 
    万円 

貨物運送業 
（１億９，３５８万円） 

○     
 【１号役務】 
 石川県 

 【１号役務】 
 金融機関の本社、支社等を巡 
 回する役務を見込んでいる。 

平成２６年 
１０月１日 

１ 



２ 

  （２） 事業計画の変更の認可申請（次の１者から認可申請）  

申請者名 
（本社所在地） 資本金 主な事業 

（24年度売上高） 変更概要 変更 
予定日 

４ 

 
佐川急便（株） 
（京都府京都市） 

【平成２１年３月３日許可・ 
１号及び３号役務】 

 

１１２億７，５００ 
        万円 

貨物運送業 
（７，７５８億４，８００万円） 

【３号役務における引受けの方法等の追加】 
 ３号役務による電報類似サービスの追加に伴う引
受けの方法の追加 

平成２６年 
６月２1日 



申請者名 利用見込通数／月 単価 信書便事業見込収入（年間） 
（万円） 

１ ビー・カーゴワークス(株) 

２ (株)日立ＩＣＴビジネスサービス 

３ きんしん総合サービス(株) 

２ 信書便事業収支見積（委員限り） 
 その１ 収入の部  
 ○ 事業の許可申請                                                   

３ 
本資料は委員限り 



申請者名 年度 
信書便 
事業 
収入 

信書便事業支出 信書便 
事業 

営業利益 
（注１） 

当期 
純利益 
（税引後） 
（注２） 

備 考 
合計 人件費 経費 減価 

償却費 その他 租税 
公課 

1 
ビー・カーゴ 
ワークス(株) 

初 
(１ヶ月) 

  

翌 

2 
(株)日立ＩＣＴ 

ビジネスサービス 

初 
(１０ヶ月) 

  

翌 

3 
きんしん総合 
サービス(株) 

初 
(６ヶ月) 

  

翌 

２ 信書便事業収支見積（委員限り） 
 その２ 支出及び利益の部  
 ○ 事業の許可申請                                                    （単位：万円） 

４ 

注１：信書便事業営業利益は、信書便事業収入から信書便事業支出の合計を除いた額（税引き前） 。 
    下欄は、信書便事業営業利益率（信書便事業営業利益 ÷ 信書便事業収入）を表している。 
注２：当期純利益は、会社全体としての利益（税引き後）を表している。 

本資料は委員限り 



５ 

３ 資金計画 （委員限り） 

 ○ 事業の許可申請                                                          （単位：万円） 

申請者名 純資産の額（注１） 事業開始に要する資金（注２） 資金の調達方法 

1 ビー・カーゴワークス(株) 

2 (株)日立ＩＣＴビジネスサービス 

3 きんしん総合サービス(株) 

注１：純資産の額は、資産から負債を差し引いた額。直近の決算年度における純資産の額を記載。 
注２：事業開始に要する資金は、人件費の２か月分、賃借料の１か年分、車両等の取得価格等の合計額。 

本資料は委員限り 



６ 

 ４ 引受け及び配達の方法 

  （１） 事業の許可申請 

申請者名 

引受けの方法 

配達の方法 
通信文等を同社営業
所で引受け（電話等） 

巡回先又は定期集配
先で引受け 

利用者の指定場所又
は同社営業所で引受け 

１ ビー・カーゴワークス(株)   1号役務 

差出人の指図により、対
面交付、郵便受箱投函
又はメール室への配達 

２ (株)日立ＩＣＴビジネスサービス   １号役務 

３ きんしん総合サービス(株)   
 

１号役務 
 



申請者名 

引受けの方法 

配達の方法 通信文等を同社営業所で
引受け（電話等） 

巡回先又は定期集配先で
引受け 

利用者の指定場所又は同社
営業所で引受け 

４ 

 
佐川急便（株） 

 
３号役務 １号役務 

 
１号役務・３号役務 

 

差出人の指図により、
対面交付、郵便受箱
投函又はメール室へ
の配達 

  （２） 事業計画の変更の認可申請  

７ 

注：下線の箇所は、今回の変更認可申請により新たに追加される部分。 



【参考】提供サービスの概要① 

巡回集配サービス 
 あらかじめ定めたルートを巡回して、各巡回先で信
書便物を順次引受け、配達するサービス 

定期集配サービス 
 あらかじめ定めたルートを定期的に運行して、各集配
先で信書便物を順次引受け、配達するサービス 

８ 

本庁 

保健所 図書館 

支庁① 

学校 

支庁② 

①引受け 

②配達 第1便 
9:00発 

第2便 
12:00発 

第3便 
15:00発 

 
9:30着 

 
13:30着 

 
15:15着 

 
15:45着 

②配達 

②配達 

②配達 



【参考】提供サービスの概要② 

電報類似サービス 
 電話等により通信文等を引き受けて、装飾を施した専用台
紙に印刷等して、受取人に配達するサービス 

利用者 信書便事業者 

①引受け 

（電話等で伝えられた 
 通信文等を引受け） 

②配達 

配達先 

９ 

注文集配サービス 
 電話やインターネット等により注文を受けて、個別に利用者の
指定場所に出向いて引受け、受取人に配達するサービス 

利用者 信書便事業者 

①注文 

②引受け 

③配達 

配達先 

信書便事業者 

配達先 

①引受け 

②配達 

営業所引受けサービス 



特定信書便事業の許可申請の審査結果の概要 
 
 特定信書便事業の許可申請のあった３者について審査した結果の概要は以下のとおりで

あり、いずれの申請についても民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律

第９９号。以下「法」という。）第３１条各号の基準に適合しており、かつ、法第３３条に

おいて準用する法第８条の許可の欠格事由に該当しないものと認められる。 
 
１ 事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。（法第３１条第１

号） 

項目 審査概要 適否 

引受け 

引受けの方法が明確に記載されており、信書便管理規程の遵守

義務のある者が差出人から直接引き受けることとされているこ

と等から、秘密を保護するため適切なものである。 

適 

配達 

配達の方法が明確に記載されており、信書便管理規程の遵守義

務のある者が配達し、受取人に直接引き渡し、又は郵便受箱へ投

函することとされていること等から、秘密を保護するため適切な

ものである。 

適 

委託 該当者なし。 － 
 
２ 事業の遂行上適切な計画を有するものであること。（法第３１条第２号） 

項目 審査概要 適否 

事業収支 

見積り 

対象年度 初年度、翌年度とも黒字となる見込である。 適 

算出方法 

収入は、契約が見込まれる者との間で予定す

る契約額としており、適正かつ明確に算出され

ている。支出は、項目ごとに積み上げた額又は

兼業する貨物運送事業等との案分による額とし

ており、適正かつ明確に算出されている。 

適 

役務内容が 

法に適合して

いること 

申請のあった役務内容はそれぞれの役務の種類に応じた

法の規定に適合している。                             適 

委託 該当者なし。 － 
 
３ 事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。（法第３１条第３号） 

項目 審査概要 適否 

資金 

 事業の開始に要する資金の見積りの算出方法が適切か

つ明確であり、調達できることについて明確な裏付けのあ

る自己資金により調達することとしている。 

適 

行政庁の許可等 事業を営むために必要な許可等を取得済みである。 適 
 
４ 欠格事由に該当しないこと。（法第３３条において準用する法第８条） 

  いずれの申請者とも該当なし。 

別紙２－１ 

１０ 



 

事業計画の変更の認可申請の審査結果の概要 
 

 

 事業計画の変更の認可申請のあった１者について審査した結果の概要は以下のとおりで

あり、いずれの申請についても民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法

律第９９号。以下「法」という。）第３１条各号の基準に適合しているものと認められる。 

 

１ 事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。（法第３１条第１

号） 

項 目 審査概要 適否 

引受け 

追加された引受けの方法が明確に記載されており、信書便管理

規程の遵守義務のある者が差出人から直接引き受けることとさ

れていることから、秘密を保護するため適切なものである。 

適 

配達 従前と同様であり変更なし。 ― 

 

２ 事業の遂行上適切な計画を有するものであること。（法第３１条第２号） 

項目 審査概要 適否 

事業収支 

見積り 

対象年度  従前と同様であり変更なし。 ― 

算出方法 従前と同様であり変更なし。 ― 

役務内容が 

法に適合して

いること 

従前と同様であり変更なし。 

― 

 

３ 事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。（法第３１条第３号） 

項目 審査概要 適否 

資金 従前と同様であり変更なし。 ― 

行政庁の許可等 従前と同様であり変更なし。 ― 

 

 

 

 

 

別紙２－２ 

１１ 


